




予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
に
係
る
接
種
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の
後

に
被
接
種
者
が
重
篤
な
副
反
応
を
呈
し
た
場
合
そ
の
他
予
防
接
種
実
施
規
則
附
則
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方
法

で
接
種
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
準
ず
る
方
法
で
あ
っ
て
、
接
種
回
数
、
接
種
間
隔
及

び
接
種
量
に
照
ら
し
て
適
切
な
方
法
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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